
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

三

一

号

介
護
保
険
制
度
改
正
の
問
題
点
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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介
護
保
険
制
度
改
正
の
問
題
点
に
関
す
る
質
問
主
意
書

持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
で
言
及
さ
れ
て
い
る
介
護
保
険
制
度
の

改
正
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は
社
会
保
障
制
度
審
議
会
介
護
保
険
部
会
に
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
の
中
に
は
、
高

齢
者
は
も
と
よ
り
、
そ
の
家
族
に
も
経
済
的
、
心
理
的
な
負
担
増
が
懸
念
さ
れ
る
事
項
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

現
在
、
要
支
援
�
・
�
と
認
定
さ
れ
た
高
齢
者
を
対
象
と
す
る
介
護
予
防
給
付
が
、
制
度
改
正
に
よ
り
市
区
町
村
事
業
へ

再
編
さ
れ
る
場
合
、
現
在
の
一
割
の
自
己
負
担
割
合
が
、
市
区
町
村
に
よ
り
二
割
、
あ
る
い
は
五
割
、
さ
ら
に
は
全
額
自
己

負
担
と
な
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。

二

一
で
述
べ
た
自
己
負
担
割
合
は
、
市
区
町
村
に
よ
り
異
な
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。

三

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
入
居
者
の
約
八
割
の
方
が
認
知
症
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
介
護
保

険
制
度
に
お
け
る
補
足
給
付
に
つ
い
て
は
、
そ
の
給
付
条
件
と
し
て
、
単
身
者
の
場
合
に
は
、
預
貯
金
等
が
一
千
万
円
以
下

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
、
認
知
症
の
入
居
者
の
資
産

を
確
認
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
子
ど
も
は
、
将
来
の
リ
ス
ク
を
想
定
し
、
親
が
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
居
す
る

一



前
、
あ
る
い
は
認
知
症
に
な
る
前
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
資
産
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

四

三
に
つ
い
て
、
預
貯
金
等
が
一
千
万
円
を
下
回
る
よ
う
に
子
ど
も
や
兄
弟
姉
妹
で
分
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
す
か
。
介
護

に
つ
い
て
だ
け
で
も
、
家
族
は
苦
労
し
て
い
る
の
に
、
そ
こ
に
預
貯
金
等
を
ど
の
よ
う
に
申
告
す
る
の
か
と
い
う
悩
み
を
増

や
す
こ
と
は
、
介
護
家
族
を
苦
し
め
、
親
子
間
、
兄
弟
姉
妹
間
の
人
間
関
係
を
、
預
貯
金
等
の
把
握
や
申
告
を
通
じ
て
壊
す

こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

五

総
合
合
算
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
、
今
年
に
入
っ
て
か
ら
、
い
つ
、
何
回
、
ど
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
で
検
討
を
行
っ
て
き

ま
し
た
か
。
ま
た
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
検
討
を
行
い
、
い
つ
ま
で
に
結
論
を
出
す
の
で
す

か
。

右
質
問
す
る
。

二


